
新座市告示第１６３号 

ダイレクト型制限付き一般競争入札を執行するので、新座市契約規則（昭和 

５０年新座市規則第１５号。以下「契約規則」という。）第１４条の規定に基づ

き次のとおり公告する。 

令和８年４月８日 

 

 

新座市長 並 木  傑 

 

 

１ 入札事項 

⑴ 件  名 消防団第四分団消防ポンプ自動車購入 

⑵ 納入場所 新座市野火止一丁目１番１号（新座市役所公用車第１駐車場） 

⑶ 納入期限 令和９年３月３１日（水曜日） 

⑷ 予定価格 ２９，２８６，４００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

⑸ 事業概要 仕様書等のとおりとする。 

２ 契約条項を示す場所 

契約規則及び新座市物品契約基準約款（平成１３年６月２５日市長決裁）は、

財政部管財契約課及び新座市ホームページ（https://www.city.niiza.lg.jp）

において閲覧することができる。 

３ 入札参加資格確認申請書等の提出 

入札参加を希望する者は、次に示す期間内に入札参加資格確認申請書を郵送

又は持参により提出すること。この場合において、郵送によるときは、封筒表

面に「入札参加資格確認申請書在中」及び商号又は名称を記載の上、書留又は

簡易書留のいずれかの郵送方法で、当該期間内に郵送先（新座市役所管財契約

課）に到着しなければならない。 

令和８年４月９日（木曜日）午前８時３０分から 

令和８年４月２４日（金曜日）正午まで 

４ 入札参加資格確認申請書受付票の交付 

入札参加資格確認申請書を受理したときは、入札参加資格確認申請書受付票

を交付する。 

５ 入札執行の日時等 

入札執行の日時等は、次のとおりとし、これを変更する場合は、新座市ホー

ムページ上で案内する。 

https://www.city.niiza.lg.jp


⑴ 入札書提出期間 令和８年４月２７日（月曜日）から 

令和８年５月１９日（火曜日）まで 

 ⑵ 入札書類は、次のとおり中封筒と外封筒の二重封筒とし、郵送すること。 

ア 中封筒 中封筒表面に「入札書在中」並びに件名及び入札者の商号又は

名称を記載し、入札書を入れて封印すること。 

イ 外封筒 入札書を封入した中封筒及び市の指定する内訳書を入れ、外封

筒の表面に、「新座郵便局留」及び「入札書在中」を記入し、件

名、納入場所、入札参加者の商号又は名称、差出人所在地及び連

絡先（担当者名、電話番号及びファクシミリ番号）を記載するこ

と。 

⑶ 提出方法 書留又は簡易書留のいずれかの郵送方法で提出期間内に郵送先

（新座郵便局）に到達しなければならない。提出期間前又は提出

期間後に到達した入札書等は、理由の有無にかかわらず受理しな

いものとする。 

⑷ 開札日時 令和８年５月２１日（木曜日）午後２時 

⑸ 開札場所 新座市役所 本庁舎４階 副市長応接室 

⑹ 開札は公開とする。 

⑺ 入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までに連絡の上、開札に立ち

会うことができる。立会いのために来庁したときは、入札参加資格確認申請

書受付票を持参の上、本庁舎４階管財契約課窓口において受付を行うものと

する。 

６ 入札に参加できる者の形態 

 単体企業とする。 

７ 入札に参加する者に必要な資格 

本件入札に参加できる者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規

定に該当しないこと。 

⑵ 契約規則第１３条の規定により市の競争入札に参加させないこととされて

いないこと。 

⑶ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再

生手続開始の申立てがなされている者については、市長が別に定める競争入

札参加資格の再審査を受けていること。 

⑷ 公告日の前日において、令和７・８年度の新座市建設工事等競争入札参加



資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）の受注希望業務に、大分類が

「物品等」、業務分類が「自動車」、細目が「消防車両」として登録され、

新座市と契約を締結する権限を有する者を置く本店又は支店を有すること。 

⑸ 令和３年度以降に、公共事業（国又は地方公共団体（一部事務組合を含

む。）の元請契約）において、契約金額２，０００万円以上の物品購入契約

の履行実績を有すること。この場合における履行実績は、新座市の資格者名

簿に登載されている者以外の本店又は支店の履行実績を含めるものとする。 

⑹ 納入しようとする物品が仕様書等で示すものであること。 

⑺ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、新座市の契約に係る入札参

加停止等の措置要領（平成２１年４月９日市長決裁）に基づく入札参加停止

措置を受けていないこと。 

⑻ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、新座市の契約に係る暴力団

排除措置要領（平成２１年６月１日市長決裁）に基づく入札参加除外措置を

受けていないこと。 

⑼ 主要取引先からの経営状態を理由とする取引停止の事実がないこと。 

８ 入札参加資格の有無の確認 

開札後に確認する。 

９ 仕様書等の公開 

令和８年４月８日（水曜日）から、新座市ホームページで公開する。 

１０ 仕様書等に関する質問及び回答 

⑴ 質問書提出期間 令和８年４月９日（木曜日）午前８時３０分から 

令和８年４月２０日（月曜日）正午まで 

⑵ 提出方法 Ｅメールにより提出すること（利用できない場合のみＦＡＸを

認める。）とし、持参は受け付けない。提出した場合は、送信後

電話により到着を確認しなければならない。 

     Ｅメールアドレス kanzai@city.niiza.lg.jp 

ＦＡＸ番号    ０４８－４７７－１５９０ 

⑶ 質問に対する回答 

質問に対する回答は、令和８年４月２２日（水曜日）から新座市ホーム 

ページで公開する。 

１１ 現場説明会 

開催しない。 

１２ 最低制限価格 

設定しない。 

mailto:kanzai@city.niiza.lg.jp


１３ 入札保証金 

契約規則第２１条第３号の規定により免除する。 

１４ 契約保証金 

契約規則第４条から第７条までの規定による。 

１５ 支払条件 

 納品後、一括払いとする。 

１６ 入札に関する注意事項 

⑴ 入札の執行 

入札参加資格確認申請書受付票を受領した者であっても、開札日時の時点

において入札参加資格がない者は、入札に参加できない。 

⑵ 入札書に記載する金額 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に

記載すること。 

⑶ 提出書類 

市の指定する内訳書を入札書提出の際に添付すること。 

⑷ 入札回数 

１回とする。 

⑸ 入札の辞退 

新座市消防団第四分団消防ポンプ自動車購入に係るダイレクト型制限付き 

一般競争入札実施要領（令和８年４月７日市長決裁。以下「要領」という。） 

の規定による。 

⑹ 独占禁止法など関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和２２年法律第５４号）等に違反する行為を行ってはならない。 

⑺ くじによる落札候補者の決定 

開札の結果、落札候補者となるべき同価の入札をした者が２人以上あると

きは、落札候補者の決定を保留した上で、当該同価の入札をした者又はその

代理人に、当該同価の入札をした者又はその代理人が開札に出席していない

ときには、当該入札事務に関係のない職員に、くじを引かせ、落札候補者を

決定するものとする。 



⑻ 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

ア 入札に参加する資格のない者がした入札 

イ 普通郵便による方法その他の発注者が指定した方法でない提出方法によ

る入札 

ウ 中封筒がない又は封かんされていない入札書 

エ 中封筒に指定した事項が記入されていない入札書 

オ 同一人が入札した２通以上の入札書 

カ 発注機関名、商号若しくは名称又は押印のいずれかがない入札書 

キ 発注機関名の記載が誤っている入札書 

ク 金額の記入がない入札書 

ケ 金額を訂正した入札書 

コ 記載事項を訂正した場合において、その箇所に押印のない入札書 

サ 件名又は納入場所のいずれかが入札公告と一致しない入札書 

シ 件名又は納入場所のいずれかが記載されていない入札書 

ス 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書 

セ 市の指定する内訳書又は入札公告において示した書類を提出しない者が

入札した入札書 

ソ 内訳書の積算価格と入札書の入札金額が一致しない入札書（内訳書の積

算価格と入札書の入札金額の差額が１万円未満の場合を除く。） 

タ 未記入など不備がある内訳書を提出した者が入札した入札書 

チ 明らかに連合によると認められる入札書 

ツ 入札後に辞退を申し出て、その申出を入札執行者に受理された者が入札

した入札書 

テ アからツまでに掲げるもののほか、指定した事項に反した入札 

１７ 落札候補者の決定に関する事項 

落札候補者は、開札において、予定価格の範囲内で一番低い価格で入札をし

た者とする。落札候補者があるときは、落札候補者の入札参加資格を確認する

ため、落札決定を保留し、当該落札候補者に対し、次項の手続を案内する。 

１８ 入札参加資格の審査等 

落札候補者は、次のとおり書類を提出しなければならない。 

なお、入札参加資格審査の結果、落札者が決定したときは、他の入札参加者

の入札参加資格の審査は行わない。 

⑴ 提出書類 



ア ダイレクト型制限付き一般競争入札参加資格審査申請書 

イ 履行実績調書及び添付書類（契約書の写し等の履行を証明する書類） 

ウ 登記簿謄本の写し 

⑵ 提出方法等 

ア 提出期限 落札候補者を決定した日の翌日（閉庁日を除く。）の午後４

時 

イ 提出場所 財政部管財契約課へ持参すること。 

⑶ 入札参加不適格通知等 

ア 落札候補者が入札参加資格を有すると認められなかった場合は、入札執

行者は、入札参加不適格通知書を送付する。 

イ アの入札参加不適格通知書を受け取った者は、当該通知書を受け取った

日から起算して３日以内（閉庁日を除く。）に、その理由について財政部

管財契約課に書面を提出することにより問合せをすることができる。 

ウ 落札候補者が提出期限までに入札参加資格審査のための書類を提出しな

いとき、又は落札候補者が入札参加資格審査のために入札執行者が行う指

示に応じないときは、当該落札候補者のした入札は効力を失う。 

１９ 落札者の決定 

入札執行者は、前項第１号の書類が提出されたときは、速やかに落札候補者

について入札参加資格の審査を行い、入札参加資格を満たしているときは、そ

の者を落札者として決定し、当該書類が提出された日から起算して３日以内

（閉庁日を除く。）にその者に通知する。ただし、入札参加資格に疑義が生じ

た場合は、この限りでない。 

２０ 入札結果の公表 

入札結果は、落札者決定後に、新座市ホームページで公開するとともに、財

政部管財契約課で公表する。 

２１ 契約の締結期限及び落札失効に関する事項 

本件は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和４０年新座市条例第１８号）第３条の規定に該当するため、仮契約を締

結し、市議会の議決を得たときに本契約となる。 

２２ 契約の締結に関する事項 

落札者が契約を締結しないときは、落札金額の１００分の５に相当する額の

違約金を徴収するものとする。 

２３ その他 

⑴ 要領を熟知の上、入札に参加すること。 



⑵ 提出された申請書類（添付書類を含む。）は返却しない。 

⑶ 入札参加者は、入札後、この告示等についての不明を理由として、異議を

申し立てることはできない。 

⑷ この告示に記載のない事項については、要領の規定によるものとする。 

２４ この告示に関する問合せ先 

財政部管財契約課契約検査係 

郵便番号 ３５２－８６２３ 

所 在 地 新座市野火止一丁目１番１号 

電話番号 ０４８－４７７－２２８１（管財契約課直通） 


